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１. ご挨拶 

取締役や従業員が退職後に、会社の事業と競業するような行為をしないように、一定の期間や条件の下で

競業避止義務を課す会社は珍しくありません。 

競業避止義務は、会社の事業戦略や営業秘密が競合他社に流出することを防ぐという意味において、会

社の利益を守る重要な意義を有します。 

他方で、競業避止義務を課すことは、当該取締役や従業員の職業選択の自由等への制約ともなり、その有

効性が問題となり得ます。 

そこで、本号では、各国における、競業避止義務の有効性の基準についてご紹介いたします。 

 

過去の Newsletter はこちら 

 

１. 社外取締役、顧問契約、内部通報窓口業務のご案内 

社外取締役の重要性が高まっており、企業統治指針（コーポレートガバナンス・コード）の改定指針では東

証 1 部を引き継ぐ「プライム市場」の企業に対し、独立した社外取締役を全体の 3 分の 1（その他の市場の上

場会社においては 2 名）以上選任すべきとしています。当グループは海外経験豊富な弁護士が揃っており、

海外展開をしている又は予定がある企業に対して法的観点からの助言のみならず実体験に基づくビジネス上

の助言をできると思いますので、社外取締役を探されている場合には遠慮なくご相談ください。 

次に、法律顧問料の見直しをご検討中の方、当事務所は個々の事情に合わせて柔軟に顧問契約プランを

設定可能です。また、当グループでは 1 か国のみならず、複数国を顧問対象とするグローバル顧問契約も用

意しております。個々のご事情に沿った顧問契約を承っておりますので、遠慮なくご相談ください。 

また、当グループは顧問契約などの継続的なお取引のない方でも、案件ごとにご依頼いただけます。 

・ 法律顧問契約を解約した、顧問先がない 
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・ 人員削減のため手が回らない 

・ 法務に関する事案は日本の親会社の法務部が管轄するが、現地でのサポートが欲しい、etc.… 

といった方、新規取引に関する契約書の作成やレビュー、雇用契約に関するご相談、債権回収に関するご相

談、日本語での解説、書類の用意、手続き代行など、幅広く承っておりますので、お気軽にお問合せください。 

内部通報窓口について、日本のみならず、当事務所の拠点がある各国でも対応可能です。近時、海外拠

点においても窓口を設ける企業が増加しており、委託先を探されている企業はご相談下さい。 

 

 

２．対応業務及び対応方法 

法人のお客様がメインですが、個人のお客様にも対応しております。不動産購入、賃貸借トラブル、相続、

国際離婚、ビザ手続、証明書申請の代行など、ご不安なことがありましたらご相談ください。 

当グループは直接の面談に限らず、スカイプ及び Zoom 等の手段を利用してオンラインでの面談について

も対応しております。また、日本国内においても東京、大阪及び佐賀に事務所を有しており、ご都合の良い事

務所にお越し頂き、その事務所にて各国の事務所と繋いで対応させて頂くことも可能です。 

また、海外の案件のみならず、日本国内の案件についても幅広く取り扱っておりますので何かございました

らお気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 

３．ジェトロのプラットフォームコーディネーター事業、中小機構の国際化支援、神戸市海外ビジ

ネスセンターのご案内 

 当グループのマレーシア事務所、バングラデシュ事務所、メキシコ事務所はジェトロのプラットフォームコー

ディネーターに選任されております。https://www.jetro.go.jp/services/platform/（各国・地域ページをご覧く

ださい） 

 また、当グループのメンバーが、中小機構の中小企業アドバイザー（新市場開拓）に選任されております。 

共同代表： 永田貴久弁護士、堤雄史弁護士 

メキシコ事務所：  津村亜希子ゼネラルマネージャー 

マレーシア事務所：荻原星治弁護士、西谷春平弁護士 

バングラデシュ事務所：藤本抄越理リーガルコンサルタント  

 フィリピン事務所の金子知史弁護士は、昨年度に続き、2024 年度も、神戸市海外ビジネスセンター・アドバイ

ザーに選任されております。 

 当グループ共同代表の堤雄史弁護士が、昨年度に続き、ジェトロの「新輸出大国エキスパート業務（法務分

野）」の専門家に選任されております。 
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 上記事業の利用要件を満たせばこれらの制度を利用して無償で相談可能ですので、是非積極的にご活用

下さい。 恐縮ですが、これらの制度の利用を希望される方は、ジェトロ、中小機構又は神戸市海外ビジネスセ

ンターにご連絡頂きますようお願いいたします。 
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１．日本 

退職後の競業行為の禁止は、退職者の職業選択の自由を制限する措置であるため、合理的な範囲内に

限って有効性が認められると解されています。 

合理性の判断基準としては、「退職後の秘密保持義務が合理性を有することを前提として……期間、区域、

職種、使用者の利益の程度、労働者の不利益の程度、労働者への代償の有無等の諸般の事情を総合して

合理的な制限の範囲にとどまっていると認められるときは、その限りで、公序良俗に反せず無効とはいえない」

とした裁判例があります（東京地判平成 15 年 9 月 19 日。ダイオサーズサービシズ事件）。 

競業避止義務の合理性については様々な要素を総合的に考慮して判断されるため、その有効性が認めら

れるかはケースバイケースとなりますが、制限される職種や期間・地理的範囲等を最小限のものにとどめてお

くことや、一定の代償措置を設けておくこと等が重要であるといえます。 

  

 

第 3．競業避止義務の有効性 
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２．タイ 

労働者保護法 14/1 条は使用者と労働者との間の雇用契約、就業規則等について、裁判所は、公平かつ

適切な場合に限って有効とするよう命ずる権限を有する旨を定めています。 

また、不公正契約法５条は、職業を営む上での権利・自由等を制限する合意は無効ではないが、権利・自

由を制限される者が通常予期される以上の拘束を受ける場合には、正当で適当な部分に限って有効性が認

められる旨を定めています。そして同条は、通常予期される以上の拘束といえるかを判断するにあたっての考

慮要素として、①権利・自由の制限の場所及び期間の範囲、②権利または自由の制限を受ける者が、他の形

で職業に就くまたは契約を締結する能力及び機会を有しているか等を掲げています。 

これらのことから、競業避止義務については、その制約が合理的なものにとどまっていなければ無効とされ

る可能性があります。より具体的には、就業が制限される業務範囲や、制限される業務の地理的範囲・期間が

明確で合理的であることや対象者の就業機会が確保されていることが重要です。 

どのような内容であれば合理的であるといえるかはケースバイケースですが、最高裁の判例では、競業避

止義務が課される期間について、２～５年の期間の有効性が認められた例が見られます。 

 

 

３．マレーシア 

マレーシアでは、契約法（Contract Act 1950）第 28 条により、合法的な職業、商取引その他のあらゆる種類

のビジネスの行使を拘束する合意については原則として無効であるとされています。 

このことから、雇用契約終了後に、従業員に対して競合他社と働くことを禁止する旨の競業避止義務条項

についても、同条により無効であると解されています。なお、競業避止義務条項には、会社の事業戦略や営

業秘密が競合他社に流出することを防ぐという会社利益保護の要素がありますが、マレーシアでは当該利益

については、従業員に対して退職後に会社情報に関する守秘義務を課すことにより、その保護が図られるべ

きであるという考え方が一般的です。 

もっとも、従業員に対して、雇用契約が継続している間の競業避止義務を負わせることは有効であると解さ

れています（Sdn Bhd v Hillary Ang & Ors (collectively known as “The Search”) &Anor [1994] 3 CLJ 806）。 

  

  

４．ミャンマー 

(1) 競業避止義務の法規制 

ミャンマーにおいては、競業避止義務の有効性について明記した法令は存在しません。関連する法令とし

ては、ミャンマーの契約法において、合意の約因又は目的は、法令上に規定する場合を除いて、合法とされ

る旨の契約自由の原則が規定されています（契約法 23 条）。合意が無効とされる場合として、「合法的な専門

性の行使、取引の実施または事業の運営を制限する合意」が規定されています（契約法 27 条）。競業避止義
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務はここで規定されている「合法的な専門性の行使、取引の実施または事業の運営を制限する合意」に該当

する可能性があります。 

なお、競業避止義務の有効性に関する判例等は確認できません。 

(2) 実務 

  実務上は、全従業員に対して競業避止義務を課すというのは一般的ではありません。マネージャー等の一

定程度会社の守秘情報を知ることができる職位の者に対してのみ課す会社が多いと思われます。また、その

場合も、無制限に競業避止義務を課す場合には前述した合意が無効とされる場合に該当する可能性が高い

ため、期間やエリア等の制限を明確化し、かつ、それに伴う代償措置等を含めて規定することが多いです。 

 

 

５．メキシコ 

メキシコにおいて、会社と取締役や従業員の関係における競業避止については、明示的に規定する法律

はありません。 

メキシコにおいては、就業および職業選択の自由はメキシコ合衆国憲法（Constitucón Política de los 

Eestados Unidos Mexicano）5 条に保障される基本的人権と考えられていることから、競業避止義務を課すこと

はできないとの考えが一般的のようですが、雇用契約書や退職合意書において、退職後の競業避止義務を

規定するものも見受けられるのが現状です。ただし、競業避止義務の規定には配慮が必要と考えます。当事

者が合意できれば、単に抑止力として規定を設けることも考えられますが、違反時に制裁金を科す規定を設

けるなど、真の意味で労働者に競業避止義務を課すような場合は、相当の対価を求められることも予想され、

その支払についても検討する必要がると考えます。 

なお、秘密保持の観点からは、連邦産業財産権保護法（Ley Federal de Protección a la Propiedad 

Industrial）において、「営業秘密」が定義され、その漏えい等の侵害行為が行政違反や犯罪として規定されて

います。また、連邦労働法（Ley Federal del Trabajo）においては、機密事項の厳重管理が労働者の義務とし

て規定されており、機密事項が漏えいされた場合は、使用者が責任を負うことなく当該労働者を解雇できるこ

ととされています。更に、一般商事会社法（Ley General de Sociedades Mercantiles）においては、取締役

（Administradores）に対して、会社の機密事項についての守秘義務を任期中および任期終了後 1 年間課して

います。このように法による保護が図られている観点から、競業避止義務を課すことが不当と主張される場合も

あるようです。 

 

 

６．バングラデシュ 

(1) 法的枠組み 
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競業避止義務の有効性は、契約法（Contract Act 1872）第 27 条の例外規定に該当するか否か、という点

で判断されます。 

同条は、合法的な職業、取引、またはビジネスを行使することを制限する合意、条項は、その範囲で無効で

ある、と規定しています。本条文により、貿易又は事業活動を妨げる契約は法的強制力がないと解釈されます。

本条には例外が定められており、設定された制限が、事業の性質および関連要因を考慮して、裁判所によっ

て合理的であると見なされる場合は、有効で執行力がある契約と扱われます。 

同条は営業権を対象としていますが、雇用契約における競業避止義務も対象になると解釈されています。 

 

(2) 競業避止義務の有効性の判断要素 

競業避止義務の合理性に関する判断要素は、期間（特段の事情がなければ 6 から 12 か月程度が目安で

す）、地理的範囲、同様の事業活動に従事する従業員の能力に課せられる制限の範囲に関する条項の合理

性、雇用主のビジネス上の正当性、そして、その制限の対価として従業員が適切な報酬又は対価を受け取っ

ているか否かなどの要素が挙げられます。 

従業員に対する報酬は、金銭的または非金銭的な性質を持つことができますが、その額は、市場原理から

みてある程度合理的なものでなければなりません。 

競業避止義務は、契約条件の明確さ、相互理解を確保するため、両当事者が署名した書面による契約で

明示的に記載しなければなりません。 

バングラデシュでは、労働者保護の意識が強く、競業避止義務の規定の有効性が否定される可能性は低く

ありません。そのため、同規定が無効と判断される場合に備え、機密情報や企業秘密の保護を目的とした別

途秘密保持契約を締結する必要があります。 

 

 

 

７．フィリピン 

⑴ はじめに 

競業避止義務は、基本的には当事者が自由に条件を定めることができます。したがって、競業避止が課さ

れる期間、競業避止義務の対象となる事業の範囲や、違反した場合の罰則等は当事者間で自由に決定する

ことができます。 

⑵ 重要な判例 

他方、公序良俗に反すると判断される内容の義務を設定した場合、裁判所が効力を否定する場合がありま

す。裁判所は、①競業避止義務の期間②地理的範囲③競業避止義務の対象となる事業の範囲④競業避止

義務を負う従業員が有する情報や知見といった要素を勘案して判断しているものと考えられています。 

ⅰ) G. MARTINI (LTD.) v. J. M. GLAISERMAN, G.R. No. L-13699 November 12, 1918 
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この事件において、従業員の競業避止義務の期間は退職後 1 年間とそう長くありませんでしたが、競業避

止義務の対象は会社が行っていた事業全部と設定されていました。当該会社は広く複数の事業を行っていま

したが、従業員は、会社の一部の事業のためのみに雇用されていました。 

結果として、裁判所は、制限の範囲が広範すぎるとして競業避止条項の全体の効力を否定しました。 

ⅱ）ALFONSO DEL CASTILLO v. SHANNON RICHMOND G.R. No.L-21127  February 9, 1924 

この事件において、裁判所は、競業避止義務の範囲に、時間または場所のどちらかに制限が付されている

場合で、従業員に課す義務が会社の利益保護のために必要な範囲を超えない合理的な内容である場合に

は、競業避止義務の規定は有効であると判示しました。この判例は、競業避止義務の有効性の判断基準を示

したものであると考えられます。 

ⅲ）Tiu v. Platinum Plans Phil., Inc., G.R. No. 163512, February 28, 2007 

他の裁判例と同じく、競業避止義務は時間、範囲等に関して合理的な制限であれば有効であると判示しま

した。本件での競業避止義務条項は、その期間を 2 年間に限定していました。また、競業避止の対象となる取

引に関しても、会社が行っている特定の事業に限定していました。 

さらに、裁判所は、重要な事実として、従業員は部長という重要な役職であり、当該事業における機密性の

高い情報を有していると認定しました。そして、裁判所は、当該従業員が退職後すぐに当該事業に従事するこ

とを認めれば、会社の企業秘密が危険にさらされると判断しました。 

結果として、裁判所は、当該事業への参画を制限することは合理的であると判示しました。 

 

 

８．ベトナム 

ベトナム憲法には、全ての市民は職業、仕事、および勤務場所を選択する権利を有する（35 条 1 項）と規定

されています。この原則に基づき、労働法 1 条 10 項では、労働者は自由に職業を選択する権利をもち、法律

で禁止されていない限り、あらゆる場所において自由に仕事と雇用主を選択する権利があると明記されていま

す。同様に、雇用法 6 条 9 項でも、労働者の合法的な権利や利益を妨害したり、困難に陥れたり、損なったり

する行為を厳しく禁じています。したがって、使用者は労働者に対し、競合企業で働くことを禁止することはで

きないと考えられています。 

ただし、労働者が使用者の営業秘密や技術秘密に直接関係する業務に従事する場合、使用者はその労

働者との間で、営業秘密や技術秘密の保持やこれに違反した場合の賠償義務について書面で合意すること

は可能とされています（労働法 21 条 2 項）。 

なお、ベトナムでは、競業避止義務契約（Non-Competition Agreement、以下「NCA」）に関する具体的な規

定がなく、ベトナムの法律実務における NCA の有効性については多くの意見が対立しています。また、ベトナ

ムの法令には、ある企業と企業が競合関係にあるか否かを判断するための具体的な基準もありません。 

したがって、使用者と労働者の間で NCA を締結する場合、少なくとも以下の点に留意する必要があります。 

i) 使用者と労働者との間で、労働契約とは別に NCA を締結すること。 

ii） NCA の有効期間と適用範囲を合理的な水準に設定すること。 
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iii) NCA の内容は、使用者と労働者の権利と義務のバランスを考慮した合理的なものになるようにすること。 

iv) NCA 違反に対する制裁規定については、労働者が競合企業で働くことを完全に禁止するようなものとは

しないこと。 

 

 

 

９．インド 

インドでは、1872 年契約法（THE INDIAN CONTRACT ACT, 1872）27 条に競業避止義務に関する規定

があります。 

契約法 27 条は、「ある者が合法的な職業、取引、又はあらゆる種類の事業を行うことを拘束されるあらゆる

合意は、その限りにおいて無効である。」と規定しています。同条に基づき、裁判例では、契約期間中の競業

避止義務は有効であるが、契約期間終了後の競業避止義務は原則として無効であると解釈されています。し

たがって、雇用契約終了後に従業員に対して競合他社において働くことを禁止する旨の条項は無効であると

解されます。 

また契約法 27 条は、あらゆる種類の取引を制限する合意を無効とするものであり、その対象は雇用契約に

限られません。そのため、代理店契約における競業避止義務についても、代理店との契約終了後に競合他

社との間での取引を制限する旨の合意は同条に基づき無効と解されます。 

 

 

１０．アラブ首長国連邦（ドバイ） 

(1) 競業避止に関する規制 

民事取引及び手続法（1985 年連邦法第 5 号）第 909 条が一般規定として、労働関係に関する規則（2021

年連邦令第33号。以下、「連邦労働法」といいます。）および連邦労働法施行規則（2022年内閣決定第1号。

以下「施行規則」といいます。）が競業避止の規制の詳細につき規定しています。 

使用者は、顧客情報または営業秘密を知りうる労働者に対して、雇用契約終了後に、使用者と競業し、ま

たは同一分野での競業する案件に従事しないように求めることができますが、競業避止規定は、使用者の適

法な事業利益を保護するために必要な範囲において、地理的範囲、雇用契約終了後 2 年以内の期間、適法

な事業利益に甚大な損害を与えうる事業の性質を制限的に特定したものでなけれればなりません（連邦労働

法第 10 条第 1 項。施行規則第 12 条第 1 項）。また、契約違反等使用者が責めを負う事由により労働契約が

解除された場合には、競業避止規定は無効となり（連邦労働法第 10 条第 3 項、施行規則第 12 条第 3 項）、

出訴期間は、競業避止義務違反を発見してから 1 年に限定されます（連邦労働法第 10 条第 2 項）。更に、契

約終了時に競業避止義務規定を適用しないことにつき、労使間が書面で合意することが可能で（施行規則第

12 条第 4 項）、①労働者またはその新たな雇用者が従前の使用者に対して最後の契約で合意された労働者

の 3 か月分を越えない金額を支払い、従前の使用者が書面で同意した場合、②試用期間中に雇用契約が解
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除された場合、③労働相決定によって定められた国家労働市場において需要がある専門職種の場合には、

競業避止義務を負いません（施行規則第 12 条第 5 条）。 

 

(2) 競業避止義務の履行 

労働者が書面で同意する場合には、契約解除時に競業避止義務について合意することも可能ですが、基

本的に雇用契約において競業避止事務を規定しておくことが肝要です。営業秘密等に接することのできる従

業員しか対象になりません、また、競業の範囲や期間等を特定する必要があること、義務違反および損害の

立証責任は使用者側が負うことから、事業利益への損害発生を念頭に競業避止義務を抑制的かつ限定的に

規定していなければ、無効と判断され、履行が認められない可能性があります。特に、労働争議となった場合

には時間と費用を要することとなり、仮差し止めの処分による損害の拡大防止を図ることも困難で、損害賠償

が認められることも容易ではありません。 

 

 

発行  TNY Group 
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 【TNY グループ及び TNY グループ各社】 

・TNY Group  

 URL: http://www.tnygroup.biz/ 

・東京・大阪（弁護士法人プログレ・TNY 国際法律事務所（東

京及び大阪）、永田国際特許事務所） 

 URL: https://tny-lawfirm.com 

・佐賀（TNY 国際法律事務所） 

 URL: https://tny-saga.com/ 

・タイ（TNY Legal Co., Ltd.） 

 URL: http://www.tny-legal.com/ 

・マレーシア（TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.） 

 URL: http://www.tny-malaysia.com/ 

・ミャンマー（TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.） 

URL: http://tny-myanmar.com 

・メキシコ（TNY LEGAL MEXICO S.A. DE C.V.） 

 URL: http://tny-mexico.com 

・エストニア（TNY Legal Estonia OU） 

URL: http://estonia.tny-legal.com/ 
・バングラデシュ（TNY Legal Bangladesh） 

 URL: https://www.tny-bangladesh.com/ 

・フィリピン（GVA TNY Consulting Philippines, Inc.） 

 URL: https://gvalaw.jp/offices/philippines 

・ベトナム（KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) CO., Ltd.） 

 URL: https://www.kt-vietnam.com/ 

・イギリス（TNY CONSULTING (UK) Ltd.） 

 URL: https://uk.tny-legal.com/ 

・UAE（ドバイ）（Hussain Lootah & Associates ジャパンデス

ク設置） 

 URL: https://dubai.tny-legal.com/ 

・インド（TNY Services (India) Private Limited） 

 URL:  https://tny-india.com/ 
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